
報告第６号 

 

 

 

専 決 処 分 報 告 

 

 

 

  次の事件は，地方自治法第１７９条第１項の規定により，別紙のように専決処分し

たので，同条第３項の規定により市議会に報告し，その承認を求める。 

 

 

      令和２年４月２７日提出 

 

 

 

                       芦屋市長 伊 藤  舞    

 

 

 

 

記 

 

令和２年度芦屋市都市再開発事業特別会計暫定予算 

 

処分理由 

  

令和２年第１回定例会に提出した第２３号議案令和２年度芦屋市都市再開発事業

特別会計予算について，年度開始前に議会の議決を得ることができず暫定予算を成立

させる必要が生じたが，特に緊急を要し，議会を招集する時間的余裕がないことが明

らかであったため。 
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専決第４号 

 

 

 

   令和２年度芦屋市都市再開発事業特別会計暫定予算 

 

 

 

 別紙のように，令和２年度芦屋市都市再開発事業特別会計暫定予算を定めることに

ついて，地方自治法第１７９条第１項の規定により，専決処分する。 

 

 

   令和２年３月３１日 

 

 

 

                       芦屋市長 伊 藤  舞    
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   令和２年度芦屋市都市再開発事業特別会計暫定予算 

 

 

  令和２年度芦屋市の都市再開発事業特別会計の暫定予算は，次に定めるところによ

る。 

 

 （歳入歳出暫定予算） 

第１条  歳入歳出暫定予算の総額は，歳入歳出それぞれ44,261千円と定める。 

２  歳入歳出暫定予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表歳入歳出暫

定予算」による。 

（歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規定に

より歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定

める。 

(1) 各項に計上した給料，職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた 

場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 
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Ⅰ　歳入歳出暫定予算事項別明細書

　１　総　　括　　表

　（歳　　入）

金　　　額 構 成 比 金　　　額 構 成 比 増　減　額 増 減 率

（％） （％） （％）

04 国 庫 支 出 金 0 0.0 87,241 16.6 △ 87,241 皆 減

06 財 産 収 入 1,556 3.5 6,102 1.2 △ 4,546 △ 74.5

08 繰 入 金 42,088 95.1 429,192 81.7 △ 387,104 △ 90.2

09 繰 越 金 1 0.0 1 0.0 0 0.0

10 諸 収 入 616 1.4 2,464 0.5 △ 1,848 △ 75.0

44,261 100.0 525,000 100.0 △ 480,739 △ 91.6

比　　　　　　較

（単位  千円）

歳　　入　　合　　計

款

本 年 度 暫 定 予 算 額 前 年 度 予 算 額
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　（歳　　出）

金　　　額 構 成 比 金　　　額 構 成 比 増　減　額 増 減 率

（％） （％） （％）

01 都 市 再 開 発 事 業 費 34,261 77.4 515,000 98.1 △ 480,739 △ 93.3

30 予 備 費 10,000 22.6 10,000 1.9 0 0.0

44,261 100.0 525,000 100.0 △ 480,739 △ 91.6

　　　注）　一般財源内訳

42,088

1

42,089

繰 越 金

計

歳　　出　　合　　計

本 年 度 暫 定 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比　　　　　　較

款

繰 入 金

報 6-10

（単位  千円）

国 県 支 出 金 地　　方　　債 そ　　の　　他

2,172 32,089

10,000

2,172 42,089

本　　年　　度　　暫　　定　　予　　算　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　　　　定　　　　　　　財　　　　　　　源

一　般　財　源
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